
   ○　県内男女別家事関連時間（週全体）

　　 資料出所：総務省「社会基本調査」

○　女性及び男性の望ましい生き方（男女）

資料出所：愛媛県「平成26年度男女共同参画に関する世論調査」

○　家庭内における育児・介護・家事の分担について

資料出所：愛媛県「平成26年度男女共同参画に関する世論調査」

４　家庭生活と仕事、地域活動が両立する環境整備

  （１）  男女が共に参画する家庭・地域づくり
　家庭においては、本県の男性の家事に占める時間は１日に３８分に対して、女性は３時間16分となっており、
前回調査時より男女ともに減少していますが、依然として女性への負担が大きくなっています(総務省「平成28
年度社会生活基本調査」）。また、男性に 多く見られる仕事中心のライフスタイルでは、家庭、地域への参画
が困難な状況です。
　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）は、経済の活性化や個人生活の充実につながるものであり、そ
の理解は徐々に進んでいます。県が実施した「仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境調査（平成29年12月
県労政雇用課）、以下「雇用環境調査」という。」では、重要性や必要性を感じている企業は９割を超えており、
「取り組んでいる」及び「今後取り組んでいきたい」と回答した企業は、合わせて７割強となっています。 このよう
な中、地域社会での助け合いなど、身近なことについての地域の役割や機能に対する期待が高まっていま
す。
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○　育児・介護に対する社会支援について

資料出所：愛媛県「平成26年度男女共同参画に関する世論調査」

（２）　安心して子どもを育てられる環境整備

   ○　地域子育て支援拠点施設設置状況（愛媛県）

資料出所：愛媛県子育て支援課調べ

   ○　放課後児童クラブの設置状況（愛媛県）

資料出所：愛媛県子育て支援課調べ

　女性が子育ての負担感から、子どもを産むことをあきらめたり、仕事を辞めたりしなければならない場合があ
り、女性の生き方の選択に大きな影響を与えています。このため、平成27年３月に策定した第２次えひめ・未
来・子育てプラン(県子育て支援課）では、県民から期待が高い「保育制度の充実」、　「経済負担の軽減」、「就
労条件の整備」等の子育て支援対策に取り組んでいます。
　地域子育て支援拠点施設設置数では、68カ所（Ｈ23）から82カ所（Ｈ29）に、放課後児童クラブ設置数では、

218カ所（同）から310カ所（同）になるなど、子育て環境の整備が進んでいます。 なお、県内民間事業所にお

ける育児休業取得率は、女性91.7％（H27年83.1％）、男性4.8％　（H27年1.0％）となっています（H29：県労

政雇用課「雇用環境調査」）。

※平成11～22年度：地域子育て支援ｾﾝﾀｰ設置箇所数。平成23年度以降：地域子育て支援拠点施設設置箇所数。
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   ○　県内民間事業所の育児休業取得率（愛媛県）

　　 資料出所：愛媛県労政雇用課調べ

    ○　育児・介護に対する社会の支援

（３）　高齢者や障がい者等が共に輝いて暮らせる条件整備

　　○　高齢者の男女比率（愛媛県）

資料出所：愛媛県長寿介護課「高齢者人口等統計表(平成30.4.1現在）

　　○　ひとり親世帯数及び高齢単身世帯数（愛媛県）

資料出所：総務省統計局「国勢調査報告」
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　本県の高齢化率は、平成30年４月現在31.58％で全国的にも高い水準であり、今後も上昇が予測されていま

す。家族の介護は、介護保険制度の導入により、ある程度軽減されましたが、育児と同様に主に女性が担い、

大きな負担となっています。また、平成27年国勢調査では、ひとり親世帯の増加に歯止めがかかったものの、

高齢化の進展による高齢単身世帯の増加（平成22年国勢調査に比し約35％の増）が著しく、貧困など生活上

の困難に直面する男女が増加しています。 障がい者については、障がいの重度化、重複化及び高齢化など

により、福祉サービスに対するニーズが多様化・高度化しています。

9.4

74.4
62.2

資料出所：愛媛県「平成26年度男女共同参画に関する世論調査」

7.7

28.3

9,178 10,227 11,749 11,883
59,013
11,201

1,240 1,141
10,060

ひとり親世帯数
8,975 10,428

項　　　　　　　　目

女　　性
男　　性
女　　性
男　　性

家族だけでは過重な負担がかかるので
社会による積極的な支援が必要である

その他・わからない

(％）

基本的に家族が行うべきである

割　合
17.9

47.41 

43.01 

41.94 

39.72 

36.96 

33.82 

52.59 

56.99 

58.06 

60.28 

63.04 

66.18 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総人口

65歳以上

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

男性 女性

79.1 78.7 81.2 83.1
91.7

1.5 2.7 3.2 1.0 4.8

0

20

40

60

80

100

平成21年度 平成23年度 平成25年度 平成27年度 平成29年度

（％）

女性

男性

10


